
前　期 入学一時金

県外 ３０万円

県内 １８万円

県外 ２４万円

県内 １２万円

※国外の大学へ進学する際は在学証明書の和訳文も添付して下さい。

宜野座村育英資金貸与学生募集要項（簡易版） 

　宜野座村役場　会計管理室（育英会）
ＴＥＬ　098-968-5128

借 入 金 振 込
①　申請後、2週間以内に振り込む。
②入学一時金は、入学時に1回限りとします。
③振込先は、借入者（学生）名義の口座で沖縄県農業協同組合　宜野座支店の預金口座のみとなり
ます。借入金の振込や借入金を返済する際に使用いたしますので、通帳をお持ちでない方は口座開
設お願いします。諸事情がある場合は、ご相談に応じます。

借 入 時 提 出 書 類　
新規申込
①借入申請書
②在学証明書及び合格通知書
③住民票謄本（借入者・連帯保証人）※本籍・続柄表示
④誓約書および調査等同意書（借入者・連帯保証人・保証人）
⑤借用書（借入者・連帯保証人・保証人）
⑥納税（料）証明書（連帯保証人）
⑦印鑑証明書（連帯保証人・保証人）
⑧課税証明書簡易（連帯保証人・保証人）
⑨住民票抄本（保証人）※本籍表示のあるもの

継続申込
①在学証明書
②納税（料）証明書（連帯保証人）

50万円以内
１８万円

国立高等専門学校（１年次、２年次、３年
次）、高等学校

２４万円

※土、日、祝祭日を除く
（午前8時30分～午後5時15分まで）
※12時～13時はお昼時間のため受付できません。

毎年　10月1日 ～ 翌年3月末日
※（国外大学）毎年4月1日～8月末日

借 入 申 請 期 間　 ※期間及び時間厳守

１２万円

借　入　条　件　

①沖縄県に本籍を有し、本村に５年以上住民登録する者、又は本村に５年以上引き続き住所を有する村民の
子であって、やむを得ず一時的に住所を移動している者

②学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に定める大学（大学院及び短期大学を含む。以下「大学等」という。）、
高等学校、高等専門学校、又は専修学校に在学している者ただし、高等学校については、親権者の経済状況
等を考慮し、役員会で承認された者

③貸与した育英資金の返済義務を確実に履行できる者

●借入申込書類は宜野座村役場　会計管理室窓口にございますのでご自由にお取りください。

入学手続時

前　期　受　付

連帯保証人及び保証人

①連帯保証人は、父母若しくはこれに代わる者とする。
②保証人は連帯保証人以外の者で、沖縄県に本籍を有し、宜野座村に住所を有する満２５歳から満６５歳まで
の者で、独立の生計を営む者（扶養されている者及び非課税者を除く）とする。ただし、宜野座村に住所を有す
る者がいない場合、沖縄県に本籍および住所のある親族（４親等以内）が保証人となることができる。
③連帯保証人および保証人は、育英学生が返済義務を怠ったときは、その返済の義務を負う。

毎年　4月1日 ～ 5月15日
※（国外大学）9月1日～10月15日まで

毎年 ９ 月 1 日 ～ １０ 月 １５ 日
※（国外大学）4月1日～5月15日

後　期　受　付

借 入 金 額
学　校 後　期

国立高等専門学校（４年次、５年次、専攻科
１年次、専攻科２年次）、専修学校、大学等
（外国を含む）

３０万円


